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市立博物館

〒300-0043　中央一丁目15-18　☎824-2928

　夏季展示のおすすめの資料を学芸員が紹介します。
◆ワンポイント解説会
　７月25日（土）…戦時下の金属回収ー供

きょうしゅつ

出されたも
　　　　　　　の・されなかったもの

　８月１日（土）…金
きんようしゅう

葉集ー土屋家旧蔵品の秘密
　８月８日（土）…淡い緑色の釉

うわ

薬
ぐすり

―灰
かいゆう

釉陶器
　８月22日（土）…地中に埋められたお金
と　き／午前11時、午後２時から30分程度　　
※事前申込は不要。入館料が必要です。

　この展示では、いろいろな時代に多様な役割を果た
してきた石の道具を紹介します。旧石器時代のナイフ、
縄文時代の石のやじりなどの古い時代のものから、明
治時代の小学生がノート代わりに使った石の板など新
しい時代の資料まで、石でできた資料が変化していく
様子をごらんください。
◆展示案内会
と　き／８月９日、23日（日）　午後２時から30分程度
※事前申込は不要。８月23日は入館料が必要です。

市立博物館

「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」

　国内・県内の主要なニュース写真（茨
城新聞社提供）に博物館が所蔵する当時
の土浦の写真も交え、戦後70年の歩み
を振り返ります。※入館料が必要です。

写真展「戦後70年の歩みをたどる」

「石の道具の発達史 -人と石の三万年 -」①ミニ掛軸をつくろう
②かすみ人形を作ろう
③博物館クイズラリー
④親子はたおり教室

「めざせジオパーク！
上高津貝塚どきどき体験」

上高津貝塚ふるさと歴史の広場

考古資料館
〒300-0811　上高津1843　☎826-7111

①縄文土器をつくろう
②勾

ま が た ま

玉をつくろう

④上高津貝塚クイズビンゴ
③ミサンガをつくろう

〒300-0043　中央一丁目15-18　☎824-2928

　筑波山地域ジオパーク構想のＰＲ活動の一つとし
て、さまざまな催しを行います。
協　力／筑波山地域ジオパーク推進協議会
と　き／８月９日（日）　10：00～16：00※当日は入館無料
1.食べられる土器？土器形クッキー「ドッキ―」無料配布
　（先着100人）
2.砂絵で学ぼう！筑波山地域の地質
3.ジオサイトゆかりのカンバッジをつくろう
4.丸ごと土器にさわってみよう
5.縄文アクセサリー・貝輪をつくろう
6.火おこし体験問市立博物館（☎824-2928）

市立博物館 ・上高津貝塚ふるさと歴史の広場
開館時間／午前９時～午後４時30分
休館日／毎週月曜日（７月20日を除く）、７月21日（火）
入館料／一般：105円（75円）、小・中・高校生：50円（30円）
※（　）内は20人以上の団体。土曜日は小・中・高校生

入館無料

夏休みファミリーミュージアム夏休みファミリーミュージアム

期間中、博物館・上高津貝塚の来館スタンプを集めた
方に記念品をプレゼントします。

常磐線貨物列車

７月18日（土）～８月30日（日）７月18日（土）～８月30日（日）
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　歳出の決算状況および、市民１人
当たりの決算額については、土浦市
においては、平成21年度以降増減
しているのに対し、つくば市におい
ては、微減もしくは横ばい傾向にあ
ります。

　中核市移行に伴う、歳入・歳出への影響
について検討しました。その結果、歳入面
においては減少する項目があるほか、歳出
面においても、一定の減少は認められるも
のの、更なる歳出増加が考えられる項目も
明らかになりました。

歳入への影響 歳出への影響
・地方交付税の減

（－約9400万円）
・県支出金の減

（－約10億円）

・職員数の減
・特別職（市長・副市長等）の減
・市議会議員数の減
・公共施設配置の最適化による管理

経費の減
・保健所設置経費の増

（＋約13億7800万円）

1 財政状況について

歳出決算の状況
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土浦市とつくば市との「合併についての勉強会」報告
ー　後　編　ー

：歳出決算額

土浦市 つくば市

：市民１人当たり
  の歳出決算額

政策企画課（☎826-1111　内線 2205）問

　土浦市とつくば市は、平成26年２月に事務レベルでの勉
強会を立ち上げ、これまでに９回の勉強会を開催してまい
りました。勉強会の内容につきましては、本年２月３日発

行の広報つちうらで中間報告をしましたが、このたび平成
26年度の合併の勉強会の内容がまとまりましたので、お知
らせします。

回数 開催日 検討項目
第１回 H26.２.10 ・両市の合併に対する基本的認識　・勉強会の進め方
第２回 H26.３.24 ・４市（石岡市、守谷市、かすみがうら市、つくばみらい市）職員のオブザーバー参加について

第３回 H26.４.28 ・茨城県における両市の位置づけについて　・社会経済情勢の変化と市町村合併について
・中核市について　・両市における各種統計データ分析、比較について

中核市視察 H26.５.22 ・所沢市　・八王子市
第４回 H26.７.３ ・中間報告会
第５回 H26.８.22 ・中核市について　・行政体制について

第６回 H26.10.16 ・住民サービスに係る料金について　・公共施設の状況について
・都市基盤の整備状況について　・財政状況について　・行政体制について

第７回 H26.12.18 ・市町村合併に関するアンケート集計結果について
・中核市について　・行政体制について

第８回 H27.２.12 ・報告書（案）について　・公共施設の立地状況について
・市民アンケート「自由記述」分析結果について

第９回 H27.３.27 ・平成26年度合併についての勉強会報告
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　市税決算額について、土浦市にお
いては近年横ばい傾向であるのに対
し、つくば市においては、微増傾向
にあります。また、市民１人当たり
の決算額については、平成19年度
以降、両市ともに、微減もしくは横
ばいの傾向にあります。

　市債残高について、土浦市におい
ては、平成22年度を底として、そ
れ以後微増傾向であるのに対し、つ
くば市においては、平成21年度に
一時的に増加しましたが、それ以後
減少傾向にあります。

　基金残高について、土浦市におい
ては、平成23年度に一時的に増加
しましたが、それ以後減少傾向にあ
るのに対し、つくば市においては平
成20年度以降、横ばい傾向にあり
ます。
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基金残高の状況
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　両市の各種公共施設や、都市基盤の整備状況につい
て、現在の状況を比較しました。
　両市の行政界付近に位置する施設の相互利用や、土
浦市にあってつくば市に無い施設の相互利用、つくば
市民であり土浦市在勤の方などは、在勤地である土浦
市の施設を利用できるようにするなど、両市の「施設
の相互利用の可能性」が考えられます。

　両市民の市町村合併についての意識を把握し、「合併に
ついての勉強会」で検討を進める際の基礎資料とするた
め、市町村合併に関するアンケートを実施しました。
　各設問の回答結果については、広報つちうら２月上旬
号でお知らせしたとおりです。今回は、アンケートの自
由記述についてお知らせします。

項目 土浦市 つくば市
全体回答者数 1,644人 2,493人
自由記述欄回答者数 546人 768人
自由記述欄回答者割合 33.20% 30.80%
自由記述欄回答件数 641件 865件

分野 土浦市 つくば市

情報提供 ・メリット・デメリットを明らかにすべき
・説明会などで情報提供すべき

・メリット・デメリットをきちんと示すべき
・合併の影響や効果を示すべき

市の活性化 ・TXを土浦駅まで延伸し、駅前を活性化してほしい
・市の活性化のために、つくば市との合併は必要

・つくば市の良さを生かしていくべき
・合併する前に、もっと住みやすくするべき

新市の名称 ・土浦の名前を残してほしい
・合併して何市になるのか

・つくばの名前を残してほしい
・合併して何市になるのか

市域拡大への
懸念

・行政サービスが低下する
・サービスの向上に努めてほしい

・これ以上広げる必要は無い
・きめ細かいサービスができない

行政サービスの
維持・向上

・将来を考えると合併するしかない
・相乗効果で両市が発展する

・現在の行政サービスを向上すべき
・サービスが低下しないようにすべき

公共施設の項目 土浦市 つくば市

特　徴

・中学校区単位で公共施設が立地
・多くが市街化区域内に立地
・さまざまな施設を有し、つくば市にない

施設を保有

・旧６町村単位で公共施設が立地
・筑波研究学園都市建設の影響を受けた立

地状況
・土浦市に比べ、公共施設の数が多い

国の機関数 12施設 ５施設　※研究関連施設：32施設
県の機関数 14施設 ６施設

都市基盤の項目 土浦市 つくば市

市道の改良率
改良済…46.35％
舗装済…76.68％
歩道整備率…7.71％

改良済…54.26％
舗装済…71.62％
歩道整備率…11.04％

都市計画道路整備率 58.0% 77.6%（筑波研究学園都市整備の影響）
上水道 96.7%（県平均93％前後） 83.80%

下水道 普及率…87.4％
水洗化率…92.8％

普及率…80.8％
水洗化率…94.2％

農業集落排水事業 土浦市のみで実施
工業団地 ４か所（304ha、53社） ９か所（528.5ha、66 社）
都市公園 52か所（85.58ha） 157か所（201.59ha）

2 公共施設・都市基盤について

3 アンケートの自由記述について

　また、土浦市は、つくば市に比べ国や県の行政関連
施設が多く立地し、行政機能が集約されています。一
方、つくば市は、研究関連施設が32施設立地し、研
究開発機能が集約されています。両市が合併すること
で、県南の中核都市としての拠点性が高まることが期
待されます。
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項目 検証結果 今後の課題

人口・面積

　土浦市は人口減少傾向にあるのに対し、つ
くば市においては人口増が見込まれます。し
かし、土浦市においては、人口集中地区 (DID)
人口の全体を占める割合が62.4％と高く、都
市構造の集約化が図られています。また、2
市合計の人口及び面積は、県内 1 位となりま
す。

　住民サービスの利便性向上やコミュニティ
振興など、合併により懸念される項目への対
応が必要となると考えられます。

茨城県における
両市の位置づけ

　中核的都市となり、地方分権の受け皿とし
ての行政体制が期待されます。

　地域資源を戦略的に活用し、周辺部の活性
化の取り組みが必要になると考えられます。

日常社会生活圏
　就業や就学、商圏、余暇圏など、両市の流
出入は多く、結びつきが強い。

　合併でさまざまな地域資源が共有され、新
市として、更なる交流拡大と一体感の醸成が
必要になると考えられます。

産　業
　土浦市は工業の集積がある点に特徴がある
のに対し、つくば市においては、商業の集積
に特徴があります。

　産業構造バランスの取れた都市になるため
に、マッチングや起業創出などを担う必要に
なると考えられます。

財政状況
　両市とも各種財政指標の数値は良好です。 　新たな行政需要への対応や、専門職員の更

なる配置など、行政体制の強化が必要になる
と考えられます。

住民サービス
　土浦市は住民サービスの取り組みに厚みが
あるのに対し、つくば市は手数料などの負担
が抑えられている傾向が見られます。

　住民の負担水準の適正化や、行政の更なる
スリム化、ICTの更なる利活用の検討が必要
になると考えられます。

公共施設
・

都市基盤

　土浦市においては、つくば市にない公共施
設があり、また、国や県の出先機関も多いの
に対し、　つくば市においては６町村合併や
研究学園都市建設の影響から公共施設が多い
状況にあります。

　公共施設が多くなることで、維持管理コス
トが増加することから、公共施設などの最適
な配置の検討が必要になると考えられます。

中核市への移行

　歳入については、直接のメリットは考えに
くいが、市のイメージアップによる影響など
が期待されます。
　歳出については、将来的な人件費の削減や
重複する公共施設の統廃合による経費節減が
考えられる一方、移行に伴い新たな経費が発
生します。

　合併についての勉強会は、これまで９回開催し、ま
ずはお互いのまちを知るという観点から、さまざまな
テーマのもと、客観的に比較し、検討を進めてまいり

４ 平成26年度総括について
ました。
　その結果、一定の成果が得られましたので、下記の
とおり検証結果と今後の課題についてお知らせします。

　
　平成26年度の検討結果を受けて、今後、両市は更なる課題や両市の合併の可能性につい
て、中長期的な視点に立って検討を進めてまいります。平成27年度の検討結果につきまし
ては、一定の成果が得られ次第、市民の皆さまへお知らせします。
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　 保険税の計算方法

～８月からは新しい高齢受給者証をお使いください～
　国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に新しい「国民健康保険高齢受給者証」を７月下旬に送
付します。医療機関にかかるときは、保険証と高齢受給者証を窓口に提示してください。保険診療分について、
医療費の１割・２割または３割の支払いで医療を受けることができます。

　負担割合は、毎年６月にその年度の市町村民税が決
定されることに伴い、判定されます。同一世帯内70歳
以上75歳未満の国民健康保険被保険者の市町村民税課
税所得によって負担割合を判定します。送付される高齢
受給者証に表示してある「一部負担金の割合」をご確認
ください。

 　負担割合の判定の仕方

　今年度の国民健康保険税の税率は、昨年度と同率になります。ただし、課税限度額は、地方税法の改正により
医療分・支援分が１万円、介護分が２万円の引き上げとなっています。国民健康保険財政を取り巻く厳しい状況
にご理解とご協力をお願いします。（納期・納期限はP7の後期高齢者医療保険料と同じです）

◉所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減
　市県民税、所得税の申告に基づき世帯の所得が一定
額以下の場合には、保険税が軽減されます。
◉国民健康保険税と医療費の一部負担金の減免
　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による
避難指示などの対象地域から転入された方、災害に
よって資産に重大な損害を受けた方、失業・病気など
で所得が著しく減少した方は、保険税や医療費の一部
負担金の減免を受けられる場合がありますので、ご相
談ください。

国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方へ

国保年金課国保賦課係（☎826-1111　内線2296）

　市町村民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度
額適用・標準負担額減額認定証」の申請をすることで、
1 か月あたりの自己負担限度額が下がります。申請用
紙は、国保年金課または各支所・出張所にあります。

◇住民税の課税所得金額により３割負担の判定となっ
た方でも、次の条件を満たすときは、申請によって
１割または 2 割負担になります。該当すると思われ

 　平成27年度の税率
区　分 医療分 支援分 介護分※

所得割 6.59％ 2.68％ 2.08％
均等割 20,500円  7,700円 9,000円
平等割 24,900円 9,300円 6,300円
限度額 52万円 17万円 16万円

同一世帯内70歳以上75歳未満の
国民健康保険被保険者の市町村民税課税所得金額

１割負担

昭和19年４月１日
以前生まれの方

昭和19年４月２日
以降生まれの方

３割負担２割負担

145万円未満 145万円以上

※介護分は40歳以上65歳未満の方が対象です。

国民健康保険に関するお知らせ

る方には、「基準収入額適用申請書」を同封しますの
で、申請してください。

①世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者
が１人いて、その方の年収が383万円未満

②①の方の年収が383万円以上でも、同じ世帯に75
歳以上の方（後期高齢者医療被保険者）がいて、その
合計年収が520万円未満

③世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者
が 2 人以上いて、その合計年収が520万円未満

※なお、現在お持ちの受給者証の有効期限は７月31日
ですので、８月１日以降は自分で処分するか国保年
金課または各支所・出張所にお返しください。

★市町村民税非課税世帯の方の減額措置★

・納税通知書…7 月中旬（普通徴収）
・税額決定通知書…7 月下旬（特別徴収）
・本徴収開始通知書…10月上旬（特別徴収）

　 平成27年度の通知書発送時期

医療分、支援分、介護分ごとに計算した所得割額、
均等割額、平等割額を合計し、国保税額を算出します。

（ 　国民健康保険税の軽減・減免

国保年金課国保給付係（☎826-1111　内線2295）問

問

医療分 支援分 介護分

（ 総所得金額等 基礎控除額
（33万円）

一人あたりの定額
（医療・支援・介護分）

世帯あたりの定額
（医療・支援・介護分）

被保険者数

所得割税率
（医療・支援・介護分）

所得割額

均等割額

平等割額

国保税額
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国保年金課医療福祉係（☎826-1111　内線2316、2406）

 　対象になる方（被保険者）
◉75歳以上の方
◉一定の障害があると広域連合の認定を受けた65歳

以上75歳未満の方

認 

定 

の 

要 

件

〇障害年金１級および２級
〇精神障害者保健福祉手帳１級および２級
〇療育手帳 A および A
〇身体障害者手帳３級以上または４級の次

の４つの障害
　①音声言語機能の著しい障害
　②両下肢のすべての指を欠く
　③一下肢の下腿１／２以上欠く
　④一下肢の機能の著しい障害

 　保険証と負担割合について
　８月１日（土）からの新し
い保険証は簡易書留で送付
します。７月16日（木）から
順次配達となり、不在の場
合は不在連絡票が投函され
８月２日（日）まで郵便局に
保管されます。郵便局での
留置期間終了後は、国保年
金課窓口での交付となりま
すのでご注意ください。
※保険証に記載されている

一部負担金の割合は、１
割（一般の方）または３割（現役並み所得者の方）です。

8

7

※今年は紺色です

 　限度額適用・標準負担額減額認定
　住民税非課税世帯（世帯の全員が住民税非課税）の
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の
交付を受けることができます。医療費の自己負担限
度額（月額）や、入院時の食事代が減額になりますの
で、認定証を保険証と一緒に医療機関などの窓口へ
提示してください。
　現在、認定証の交付を受けており、８月以降も引き
続き該当となる方には、原則として、保険証と一緒に
送付します。 
　新たに住民税非課税世帯になった方には、市から申
請書を送付しますので、７月末までに国保年金課に申
請し、認定証の交付を受けてください。

 　保険料の計算方法
　平成27年度の保険料額決定通知書は、７月中旬に
送付します。なお、保険料の算出方法は、次のとおり
です。

※１年間の保険料の上限額は57万円です。所得の低
い方は、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。

均等割額
３万9500円

所得割額
（総所得金額等ー33万円）×8.0％

 　保険料の納め方

 　外国人の方へ　To foreign residents
　住民登録のある75歳以上の外国人の方には、後期
高齢者の保険証を簡易書留で送付します。
　All persons aged 75 or over listed on the Basic Resident 
Registration will receive Last-Stage Elderly Medical Care 
Insurance Card by Simplified Registered Mail.

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

保険料は、年金からの差し引き（特別徴収）または市
から送付される納付書（普通徴収）により個人ごとに納
付していただきます。

　後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証（保険証）が 1 人に 1 枚交
付されます。医療機関などにかかる時には、「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

土浦市下高津一丁目20番35号

◉特別徴収

仮
徴
収

４月 平成27年２月の徴収額と同じ額、も
しくは前年度の１年間の保険料の６
分の１の額が、各月の徴収額となり
ます。

６月

８月

本
徴
収

10月 平成26年中の所得に基づいて算定
した年額の保険料から、仮徴収の額
を差し引いた残額を３回に分けて納
めていただきます。

12月

 ２月

年額18万円以上の年金受給者は、年金からの差し引
きにより保険料を納付していただきます。ただし、介
護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額
の２分の１を超える場合などは、特別徴収になりません。

納 期 納　期　限 納 期 納　期　限

１ 期 27年７月31日 ５ 期 27年11月30日

２ 期 27年８月31日 ６ 期 27年12月25日

３ 期 27年９月30日 ７ 期 28年２月１日

４ 期 27年11月２日 ８ 期 28年２月29日

◉普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書（口座振替

を含む）により保険料を金融機関などで納期限までに
納付していただきます。

※障害者手帳などの等級に変更があったり、有効期限
が満了となった場合には、届出が必要となります。

見　本

問
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国民年金保険料免除（猶予）制度のお知らせ

 　保険料の免除制度について
保険料の免除制度とは？

　国民年金は、加入者である皆さんに保険料（平成27
年度は月額15,590円）を納付していただくことで成り
立っていますが、所得が低いなどの理由から保険料を
納めることが困難なとき、申請により保険料の納付が
免除される「申請免除」の制度があります。
※国民年金（基礎年金）の給付の２分の１（平成21年度

以前分は３分の１）は国庫負担でまかなわれている
ため、保険料が免除された期間は、老齢基礎年金の
計算の際に国庫負担に相当する額が年金額に反映さ
れます。
免除の種類と免除後の納付額（平成27年度）
◉全額免除　　　→　　      0円
◉４分の３免除　→　   3,900円
◉２分の１免除　→　   7,800円
◉４分の１免除　→   １1,690円
免除該当となる所得基準額

　保険料の免除は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、
それぞれ右上の表に示す基準額以下であることが条件で
す。ただし、一部免除の基準額は扶養親族等控除額、社
会保険料控除額などによって変わります。

承認・申請期間（平成27年度）
◉承認期間：平成27年７月～平成28年６月
◉申請期間：平成27年７月～

※平成26年４月より、申請月から原則２年１か月前
までさかのぼって免除申請ができるようになりまし
た。過年度の免除申請がお済みでない方は、早めに
手続きをお願いします。
申請に必要なもの
◉はんこ　　　
◉年金手帳
◉雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険

者離職票の写し（失
業などを理由に申
請する場合。公務
員だった方は、退
職辞令書の写し）

※所得の申告をして
いない場合は、申
告をしてから申請
してください。

 　免除・猶予制度共通事項  　免除・猶予制度の注意点
◉一部免除制度は、保険料の一部を免除して、残りの

保険料を納付する制度です。免除後の保険料を納付
しなかった場合は、その期間の一部免除が無効（未
納と同じ扱い）となるため、将来の老齢基礎年金の
額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の
事態が生じた際に、年金を受け取ることができなく
なる場合がありますので、ご注意ください。

◉免除または猶予された保険料については、10年以
内ならば追納することができます。ただし、承認を
受けた年度から３年度目以降に納付する場合は、経
過した年数に応じて当時の保険料に一定率を乗じた
金額が加算されます。

◉平成17年度以降に「継続申請」をし、その所得が承
認基準額以内のため全額免除、納付猶予が承認され
ている方は、改めて申請する必要はありません。離
職票などを添付し、退職を理由に承認された方は、
更新のため再度申請する必要があります。

◉保険料の免除申請は、随時受け付けていますが、申
請が遅れると障害基礎年金などが受給できなくなる
場合がありますので、ご注意ください。

国保年金課国民年金係（☎826-1111　内線2290）

　国民年金は性別、年齢、所得額などに関係なく、法律によって定められた保険料を60歳になるまで納めます。
国民年金にはみんなが加入し、老後や病気・ケガで障害になったとき、夫に先立たれたときなどに基礎年金を支
給し、経済的な支えになることを目的としています。

　　　種類

扶養人数
全額免除

一部免除
４分の３

免除
２分の１

免除
４分の１

免除

な　し 57万円 78万円 118万円 158万円

１　人 92万円 116万円 156万円 196万円

２　人 127万円 154万円 194万円 234万円

３　人 162万円 192万円 232万円 272万円

　申請者本人の所得が一定額以下であっても、所
得が一定額以上の世帯主（親など）と同居している
場合には保険料免除は認められませんが、20歳
代の方に限り保険料の納付を先延ばし（10年間）
することができます。承認・申請期間は免除制度
と同じです。
※猶予承認期間は、障害基礎年金の受給資格期間

に算入されます。
※本人と配偶者の所得が全額免除該当の範囲内で

あることが必要です。

★若年者納付猶予制度★

問
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高齢福祉課（☎826-1111　内線2463）

介護保険料に関するお知らせ

　皆さんに納めていただく介護保険料は、市の介護保険を運営するための大切な財源になります。介護サービス
が充分に整えられるよう、そして介護が必要となったときは、誰もが安心してサービスを利用できるように、保
険料は必ず納めましょう。

◉特別徴収
　年金受給額が年額18万円以上の方。年
金の支給月（４月から翌年２月までの６
回）に年金から差し引きます。
◉普通徴収
　年金受給額が年額18万円未満の方。市か
ら送付する納付書で納めていただきます。

※特別徴収の方には「年金からの引き落
としのお知らせ」を、普通徴収の方には

「納入通知書」を７月中旬に発送します。
※年金を受給していない方は普通徴収と

なります。
◉納期限内に指定の金融機関、郵便局、

コンビニエンスストア、市役所または
各支所・出張所で納付してください。

納期 納　期　限 納期 納　期　限

１期 27年７月31日 ５期 27年11月30日

２期 27年８月31日 ６期 27年12月25日

３期 27年９月30日 ７期 28年２月１日

４期 27年11月２日 ８期 28年２月29日

★納付が遅れると…★
　特別な事情がなく介護保険料を一定期
間滞納すると、保険給付の支払方法の変
更や保険給付の全部または一部の支払い
を一時差し止めるなど、保険給付の制限
を受けることがあります。納付について
の相談は、随時納税課（☎内線2333）で受
け付けますので、早めにご連絡ください。

高額介護（居宅支援）サービス費の
支給 
介護サービス利用者が負担する利用者

負担額（介護保険 1 割負担分）に上限額
を設け、その額を超えた分を、申請によ
りあとから払い戻す制度です。
※現役並み所得者とは、同一世帯に市町

村民税課税所得145万円以上の第１号
被保険者がいて、収入が単身の場合は
383万円以上、２人以上の場合は520
万円以上の方

対　　象　　者 1ヶ月の利用者負担額
上限額（※世帯合算）

①本人・世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢
福祉年金の受給者、生活保護の受給者 15,000円

②本人・世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の合
計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方 15,000円

③本人・世帯員全員が市町村民税非課税で、①②
以外の方 24,600円

④一般世帯 37,200円

⑤現役並み所得者（平成27年８月新設） 44,400円

 　平成27年度介護保険料と納め方

 　介護保険の減額制度

問

所得段階 対　　象　　者 保険料（年額）

第１段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額と課税対象となる年金の収入
額の合計が80万円以下、または老齢福祉年金
受給者、もしくは、生活保護を受けている方

21,000円

第２段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額と課税対象となる年金の収入
額の合計額が80万円超120万円以下の方

45,000円

第３段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年
の合計所得金額と課税対象となる年金の収入
額の合計額が120万円超の方

45,000円

第４段階
同じ世帯の中に市町村民税が課税されている方
がいるが、本人は市町村民税が非課税で、前年
の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額
の合計額が80万円以下の方

54,000円

第５段階
同じ世帯の中に市町村民税が課税されている
方がいるが、本人は市町村民税が非課税で第
４段階以外の方

60,000円

第６段階 市町村民税が課税されている方で、前年の合
計所得金額が120万円未満の方 69,000円

第７段階 市町村民税が課税されている方で、前年の合
計所得金額が120万円以上190万円未満の方 75,000円

第８段階 市町村民税が課税されている方で、前年の合
計所得金額が190万円以上290万円未満の方 90,000円

第９段階 市町村民税が課税されている方で、前年の合
計所得金額が290万円以上400万円未満の方 96,000円

第10段階 市町村民税が課税されている方で、前年の合
計所得金額が400万円以上500万円未満の方 102,000円

第11段階 市町村民税が課税されている方で、前年の合
計所得金額が500万円以上の方 108,000円
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I N F O M A T I O N

土浦市役所　☎826-1111
防災行政無線　　0120-826113
マイシティつちうら
まちの話題やニュースをお届けし
ます。土浦ケーブルテレビ　デジタル
11ch（111ch）【毎日 9：00/12：00/16：
00/20：00 の各15分】

つちうら情報ステーション
市のイベントや事業などの情報を
お届けします。茨城放送（1458KHz）

【毎週木曜日　8：25 ～ 8：30】

情 報 ひ ろ ば情 報 ひ ろ ば
日 日時・日程

会場場
対 対象者

内 内容
定 定員

問 問い合わせ

申 申込方法
料金・受講料￥

持 持ち物

〆 締め切り

他 その他

講 講師

申

土浦市公式ツイッター
http://twitter.com/#!/tsuchiura_city

7
月
28
日
は
日
本
肝
炎
デ
ー

問

日
本
人
の
40
人
に
ひ
と
り
が
、

Ｂ
型
あ
る
い
は
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
土
浦
保
健
所
で
は

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

検
査
日
時
／
毎
週
木
曜
日
…
午

前
９
時
～
10
時
、
第
３
木
曜
日

…
午
後
５
時
～
７
時（
要
予
約
）

土
浦
保
健
所
保
健
指
導
課

（
☎
８
２
１
・
５
５
１
６
）

問

日
金
婚
を
た
た
え
る
集
い

※
10
月
1３
日
㈫　

受
付
・
記
念
撮
影
…
午
前
９
時

～
10
時（
夫
婦
ご
と
の
写
真
撮

影
）　

式
典
・
祝
宴
…
午
前
10

時
３0
分
～
午
後
１
時

ホ
テ
ル
マ
ロ
ウ
ド
筑
波（
城
北
町
）

市
内
に
居
住
し
、
今
年
の
12
月

３1
日
ま
で
に
結
婚
生
活
50
周
年

（
昭
和
41
年
に
結
婚
）を
迎
え
る

夫
婦

昨
年
度
対
象
者（
昭
和
40
年
に

結
婚
）で
参
加
で
き
ず
、
今
年

の
参
加
を
希
望
さ
れ
る
夫
婦
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

祝
状
贈
呈
、
会
食
な
ど

は
が
き
に
夫
婦
の
氏
名
、
生
年

月
日
、
住
所
、
電
話
番
号
、
結

婚
年
月
日
、
車
椅
子
な
ど
の
利

用
の
有
無
を
記
入
し
て
郵
送
ま

た
は
電
話
で

７
月
３1
日
㈮

高
齢
福
祉
課（
☎
内
線
２
３
７
２
）

対

〆※ 介
護
保
険
負
担
限
度
額認定

証
更
新

問
介
護
施
設
に
入
所
・
滞
在
し
た

と
き
の
居
住
費
・
食
費
に
つ
い

て
、
現
在
、
介
護
保
険
負
担
限

度
額
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

は
、
認
定
証
の
有
効
期
限
が
７

月
３1
日
ま
で
で
す
の
で
、
更
新

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
早
め
に

更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
介
護
保
険
制
度
改

正
に
よ
り
、
今
年
８
月
か
ら
認

定
対
象
に
次
の
要
件
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

①
世
帯
が
同
じ
か
問
わ
ず
、
配

　
偶
者
の
市
民
税
が
非
課
税

②
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯

　
金
な
ど
の
金
額
が
基
準
以
内

７
月
３1
日
㈮

更
新
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
齢
福
祉
課（
☎
内
線
２
４
６
３
）

問

土
浦
市
難
病
患
者
福
祉
手
当
の

対
象
者
が
拡
大
し
ま
す

問

難
病
制
度
の
拡
大
に
よ
り
、
７

月
１
日
よ
り
、
手
当
の
対
象
疾

病
が
増
え
ま
す
。
保
健
所
か
ら

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者

証
、
ま
た
は
一
般
特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

現
在
支
給
を
受
け
て
い
る
方
は

手
続
き
不
要
で
す
。

障
害
福
祉
課（
☎
内
線
２
３
３
９
）

家
族
介
護
慰
労
金

要
介
護
４
・
５
、
ま
た
は
そ
れ

に
相
当
す
る
要
介
護
者
を
自
宅

で
常
時
介
護
し
て
い
る
方
で
、

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

◎
市
内
に
居
住
し
て
い
る
方

◎
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

◎
平
成
2６
年
８
月
１
日
か
ら
平

　

成
2７
年
７
月
３1
日
ま
で
に
、

　
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

　
用
し
て
い
な
い
同
居
の
家
族

　

を
介
護
し
て
い
る
方（
通
算

　
７
日
間
ま
で
の
シ
ョ
ー
ト
ス

　
テ
イ
の
利
用
は
除
く
）

慰
労
金
10
万
円

受
付
期
間
／
８
月
３
日
㈪
～
３1

日
㈪

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
齢
福
祉
課（
☎
内
線
２
４
５
５
）

対他

〆
難
病
制
度
の
対
象
疾
病
が

拡
大
し
ま
す

７
月
１
日
よ
り
、
難
病
医
療
費

助
成
制
度
の
対
象
疾
病（
指
定

難
病
）が
１
１
０
疾
病
か
ら
３
０

６
疾
病
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

土
浦
保
健
所
保
健
指
導
課（
☎

８
２
１
・５
５
１
６
）

※

※

他問

問
障
害
者
総
合
支
援
法
の

対
象
疾
病
が
拡
大
し
ま
す

難
病
制
度
の
拡
大
に
よ
り
、７

月
１
日
よ
り
、障
害
者
総
合
支

援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
対
象
と
な
る
疾
病
が
１

５
１
疾
病
か
ら
３
３
２
疾
病
に

拡
大
さ
れ
ま
す
。詳
し
く
は
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

障
害
福
祉
課（
☎
内
線
２
３
６
５
）

第
10
回
特
別
弔
慰
金
が

支
給
さ
れ
ま
す

平
成
2７
年
4
月
1
日
時
点
で
、

公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど

を
受
け
る
方（
戦
没
者
な
ど
の
妻

や
父
母
な
ど
）が
い
な
い
場
合
、

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご

遺
族
一
人
に
支
給
し
ま
す
。

問

場内

〆
１
平
成
2７
年
4
月
1
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給

権
を
取
得
し
た
方

２
戦
没
者
な
ど
の
子

３
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
、
②

孫
、
③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉

妹（
要
件
に
よ
り
順
番
が
入

れ
替
わ
り
ま
す
）

４
右
記
１
か
ら
３
以
外
の
三
親

等
内
の
親
族（
甥
姪
な
ど
戦

没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り

ま
す
）

額
面
25
万
円（
５
年
償
還
記
名

国
債
）

平
成
３0
年
４
月
２
日

社
会
福
祉
課（
☎
内
線
２
４
３
０
）

￥

￥
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情報ひろば

申

新庁舎整備（市役所）の最新情報はこちら
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006218.html

場場 対
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

問

￥

講
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
や

話
し
相
手
、
移
動
の
補
助
な
ど

軽
微
で
補
助
的
な
活
動

市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
６5
歳

以
上
の
方（
介
護
保
険
第
１
号

被
保
険
者
）で
、
介
護
保
険
料

の
未
納
が
な
い
方

市
が
指
定
す
る
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
お
よ
び
児
童
館

市
へ
の
登
録
後
、
８
月
４
日
㈫

の
研
修
会
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
申
込
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

高
齢
福
祉
課（
☎
内
線
２
４
７
７
）

日

博
物
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

問

土
浦
市
拓
本
同
好
会
作
品
展

７
月
1８
日
㈯
ま
で　
午
前
９
時

～
午
後
４
時
３0
分

月
曜
日
は
休
館

入
館
料　
一
般
１
０
５
円
小
中

高
校
生
50
円（
土
曜
日
は
無
料
）

館
長
講
座　

古
墳
時
代
箱
式
石

棺
の
世
界
―
東
ア
ジ
ア
か
ら
霞

場 日
第
69
回
市
民
野
球
大
会

８
月
1６
日
㈰
か
ら

川
口
運
動
公
園
ほ
か

市
内
に
居
住
ま
た
は
通
勤
し
て

い
る
方
で
編
成
す
る
チ
ー
ム

（
１
チ
ー
ム
監
督
を
含
め
10
人

以
上
20
人
以
内
。
小・中
学
生
、

高
校
生
お
よ
び
大
学
野
球
連
盟

登
録
者
は
除
く
）

１
チ
ー
ム
１
万
円

所
定
の
申
込
書
を
郵
送
で（
申

込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
、
川
口

運
動
公
園
に
あ
り
ま
す
）

７
月
24
日
㈮（
必
着
）

７
月
2９
日
㈬
午
後
６
時
３0
分
か

ら
水
郷
体
育
館
で
組
み
合
わ
せ

抽
選
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
必

ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
〒
３
０
０‐

４
１
９
２　
藤
沢
９
７
５　

☎
内
線
５
１
２
４
）

申
父
親
と
子
ど
も
の
料
理
教
室

問 場￥ 定 講 日

は
す
博
士
の
解
説
会

場

７
月
20
日
㈪　
①
午
前
７
時
か

ら
、
②
午
前
９
時
か
ら
、

2６
日
㈰　
①
午
前
７
時
か
ら
、

②
午
前
８
時
か
ら（
両
日
と
も

小
雨
決
行
）

水
郷
公
園　
水
生
植
物
園
内

花
蓮
園（
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
東
側
）

香
取
正
人
さ
ん（
市
公
園
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
、
は
す
博
士
）

ハ
ス
と
ス
イ
レ
ン
の
違
い
、
花
の

咲
き
方
、
ハ
ナ
ハ
ス
の
花
色
に

よ
る
分
類
な
ど

公
園
街
路
課（
☎
内
線
２
２
５
８
）

対
涼
を
感
じ
さ
せ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ス
ノ
ー
ド
ー
ム
を
作
っ
て
み
よ
う
。

７
月
25
日
㈯　
午
後
１
時
か
ら
、

２
時
か
ら

ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

小
学
生
以
下（
保
護
者
同
伴
）

各
10
人（
先
着
順
）

電
話
ま
た
は
直
接

同
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
６
・
４

８
２
９
）

ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
工
作
教
室

日

持
夏
休
み
に
お
子
さ
ん
と
一
緒
に

カ
レ
ー
サ
モ
サ（
イ
ン
ド
料
理
）

や
ス
イ
ー
ツ
を
作
り
ま
す
。

８
月
９
日
㈰　
午
前
10
時
～
午

後
１
時

総
合
福
祉
会
館（
ウ
ラ
ラ
２　

５
階
）

小
・
中
学
生
の
お
子
さ
ん
と
お

父
さ
ん

石
塚
ナ
ツ
子
さ
ん（
料
理
研
究

家
）

10
組（
先
着
順
）

エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾
、ふ
き
ん
、

筆
記
用
具

材
料
費
５
０
０
円
程
度

電
話
で

男
女
共
同
参
画
課（
☎
８
２
７・

１
１
０
７
）

対 場 日
第
84
回
霞
ヶ
浦
・
北
浦
地
域
清
掃

大
作
戦

身
近
な
湖
岸
や
河
川
敷
の
一
斉

清
掃
活
動
を
行
い
ま
す
。
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

７
月
2６
日
㈰　
午
前
７
時
～
８

時（
小
雨
決
行
。
雨
天
・
荒
天

時
は
８
月
２
日
㈰
に
延
期
）

霞
ヶ
浦
湖
畔
、土
浦
港
、新
川・

桜
川
・
備
前
川
・
境
川
・
花
室

川
の
河
川
敷

環
境
衛
生
課（
☎
内
線
２
４
０
７
）

問

※

〆※ 対問

ケ
浦
沿
岸
へ
―

７
月
１９
日
㈰
…
日
本
へ
の
伝
播

９
月
２０
日
㈰
…
日
本
に
お
け
る

分
布　

両
日　
午
後
２
時
～
３
時
３0
分

市
博
物
館
視
聴
覚
ホ
ー
ル

茂
木
雅
博
館
長

50
人（
先
着
順
）

１
回
50
円（
資
料
代
）

市
立
博
物
館（
☎
８
２
４
・
２

９
２
８
）

日

日※￥

場講定￥

内

内

定申問

問

場対
身
近
な
福
祉
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

＆
介
護
体
験

介
護
や
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
福
祉
活
動
へ
の
参
加

や
、技
術
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

家
庭
の
介
護
力
と
生
き
が
い
の

あ
る
生
活
づ
く
り
を
体
験

８
月
５
日
㈬
～
６
日
㈭

市
内
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
３
か
所

土
浦
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

中
の
中
学
生
以
上
の
方

３0
人（
１
施
設
10
人
、
申
込
多

数
の
場
合
抽
選
）

５
０
０
円（
昼
食
・
保
険
代
）

電
話
で

７
月
22
日
㈬

福
祉
ふ
れ
あ
い
体
験
参
加
者
募
集

①
7
月
2８
日
㈫
、
②
8
月
7
日

㈮東
日
本
盲
導
犬
協
会（
栃
木
県

市
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

日定申

問
宇
都
宮
市
）※
福
祉
バ
ス
利
用

市
内
に
居
住
す
る
小
学
３
～
６

年
生（
児
童
１
人
に
対
し
、
保

護
者
１
人
の
同
伴
可
）

盲
導
犬
セ
ン
タ
ー
の
見
学
・
体
験

各
回
20
組
40
人（
申
込
多
数
の

場
合
抽
選
）

５
０
０
円

往
復
は
が
き
に
参
加
希
望
日
、

児
童
・
保
護
者
の
氏
名（
ふ
り
が

な
）、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
、

電
話
番
号
、
学
校
名
、
学
年
、

緊
急
連
絡
先
、
保
護
者
同
伴
の

有
無
を
記
入
の
う
え
郵
送（
は
が

き
１
枚
で
１
組
の
申
し
込
み
）

①
7
月
1８
日
㈯
、
②
７
月
2８
日

㈫（
必
着
）

市
社
会
福
祉
協
議
会（
〒
３
０

０‐０
０
３
６　
大
和
町
９‐２

ウ
ラ
ラ
２　
4
階　
☎
８
２
１・

５
９
９
５
）

￥〆日場

対定申 ￥〆
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８
月
５
日
㈬
…
二
中
地
区

公
民
館
、
８
月
１９
日
㈬
…
六
中

地
区
公
民
館　
午
前
９
時
３0
分

か
ら
午
後
１
時（
受
け
付
け
は

午
前
９
時
15
分
か
ら
）

市
内
に
居
住
し
て
い
る
小
学
生

と
そ
の
保
護
者

調
理
実
習「
つ
ち
ま
る
ラ
ン
チ
」

に
挑
戦
、 

食
育
ク
イ
ズ
な
ど

各
15
組（
先
着
順
）

健
康
増
進
課
管
理
栄
養
士
、
土

浦
市
食
生
活
改
善
推
進
員

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
手
拭
タ

オ
ル

１
人
２
５
０
円

電
話
で

健
康
増
進
課（
☎
８
２
６
・
３

４
７
１
）

生
産
量
日
本
一
を
誇
る
霞
ヶ
浦

周
辺
地
区
の
れ
ん
こ
ん
。
そ
の

れ
ん
こ
ん
に
つ
い
て
見
て
、
聞

い
て
、
食
べ
て
、
学
ん
で
み
ま

せ
ん
か
。

７
月
25
日
㈯　
午
前
10
時
か
ら

2
～
３
時
間
程
度

上
大
津
公
民
館

小
・
中
学
生（
保
護
者
同
伴
）

50
人（
先
着
順
）

帽
子
な
ど

５
０
０
円

電
話
で

7
月
1７
日
㈮

途
中
で
ハ
ス
田
ま
で
の
移
動
が

あ
り
ま
す
の
で
、
自
家
用
車
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

農
林
水
産
課（
☎
内
線
７
６
１
１
）

場
対

親
子
の
食
育
教
室

日内定申問 ￥ 持 講
生
涯
を
通
し
た
健
康
づ
く
り
の

た
め
に

７
月
11
日
㈯　
午
前
９
時
３0
分

～
午
後
１
時

四
中
地
区
公
民
館

市
内
に
居
住
し
て
い
る
方

調
理
実
習「
野
菜
１
日
３
５
０

㌘
の
摂
取
を
目
指
し
て
」

３0
人
程
度

土
浦
市
食
生
活
改
善
推
進
員
、

健
康
増
進
課
管
理
栄
養
士

健
康
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

日内定

申問 ￥ 持

講 場

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

３
０
０
円

電
話
で

健
康
増
進
課（
☎
８
２
６
・
３

４
７
１
）

場対
夏
休
み
親
子れ

ん
こ
ん
特
別
講
座

日定申問 ￥ 持他 〆
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
ア
ー
ト
ス
ク
ー
ル
～

夏
休
み
の
宿
題
を
終
わ
ら
せ
よ

う
～

８
月
22
日
㈯　
午
後
１
時
～
４

時
ま
で

対

亀
城
プ
ラ
ザ
夏
の
レ
ッ
ス
ン

日定申問 ￥
小
学
１
～
４
年
生

各
15
人（
先
着
順
）

画
用
紙
、
エ
プ
ロ
ン
、
道
具
一
式

小
林
由
季
さ
ん（
壁
画
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
）

１
０
０
０
円

男
塾
～
男
性
の
た
め
の
ボ
デ
ィ

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
～

７
月
1７
日
㈮
、
24
日
㈮
、
３1
日

㈮
、
８
月
７
日
㈮　
午
後
８
時

３0
分
～
9
時
３0
分

1８
～
50
歳
位
ま
で
の
男
性

各
回
25
人（
先
着
順
）

戸
井
田
昌
教
さ
ん（
レ
ス
リ
ン

グ
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
4８
キ
ロ
級

元
日
本
代
表
）

各
回
５
０
０
円

共
通

電
話
ま
た
は
直
接（
水
曜
日
休

館
）

亀
城
プ
ラ
ザ（
☎
８
２
４
・
３

１
２
１
）

８
月
１
日
㈯　
午
後
１
時
３0
分

～
3
時

牛
久
市
エ
ス
カ
ー
ド
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー（
牛
久
市
牛
久
町
）

大
川
小
学
校
の
校
庭
か
ら
学
ぶ

～
あ
の
日
か
ら
考
え
て
い
る
こ

と
～

２
５
０
人（
要
予
約
）

佐
藤
敏
郎
さ
ん（
小
さ
な
命
の

場
平
成
27
年
度
東
日
本
大
震
災

復
興
支
援
講
演
会

日内定 対

日

定￥ 持講講

意
味
を
考
え
る
会
代
表
）

県
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

（
☎
８
２
６
・
１
１
０
１
）

講

問
第
3
回
体
力
測
定

７
月
2６
日
㈰　
午
後
１
時
３0
分

～
４
時

県
南
病
院
Ｂ
棟
1
階
デ
イ
ル
ー

ム（
中
）

体
力
測
定
・
運
動
指
導

動
き
や
す
い
服
装

同
病
院（
☎
８
４
１
・
１
１
４

８
）

場
県
南
病
院
地
域
住
民
の
た
め
の

介
護
予
防
シ
リ
ー
ズ

日内持問
10
月
22
日
㈭　
午
後
１
時
３0
分

～
3
時
３0
分

ホ
テ
ル
マ
ロ
ウ
ド
筑
波（
城
北

場
平
成
27
年
度
排
水
設
備

主
任
技
術
者
試
験

日

申問 〆※
自
衛
官
候
補
生

応
募
資
格
／
採
用
予
定
月
の
1

日
現
在
、
1８
歳
以
上
2７
歳
未
満

平
成
27
年
度
自
衛
官
採
用
試
験

の
方

受
付
期
間
／
男
子
…
年
間
、
女

子
…
８
月
１
日
㈯
～
9
月
8
日

㈫一
般
曹
候
補
生

応
募
資
格
／
採
用
予
定
月
の
1

日
現
在
、
1８
歳
以
上
2７
歳
未
満

の
方

受
付
期
間
／
８
月
１
日
㈯
～
9

月
8
日
㈫

航
空
学
生

応
募
資
格
／
高
卒（
見
込
み
を

含
む
）21
歳
未
満
の
方

受
付
期
間
／
８
月
１
日
㈯
～
9

月
8
日
㈫

応
募
方
法
や
試
験
日
程
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

自
衛
隊
土
浦
地
域
事
務
所

（
☎
８
２
１
・
６
９
８
６
）

問 講 場
７
月
11
日
㈯　
午
後
１
時
３0
分

～
3
時
３0
分

ワ
ー
ク
ヒ
ル
土
浦

笠
井
広
子
さ
ん（
龍
ヶ
崎
N
G
O

未
来
の
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

貧
困
の
中
で
大
人
に
な
っ
て
い

く
子
ど
も
た
ち

土
浦
地
区
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー（
☎
8
７
５
・
９
７

０
１
）

第
6５
回「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」公
開
講
演
会

日内

問
町
）

必
要
書
類
を
下
水
道
課
へ
提
出

８
月
７
日
㈮

詳
し
く
は
、
県
下
水
道
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

下
水
道
課（
☎
内
線
２
３
３
８
）

※

Information
申 申込方法対 対象者　　　　　　日 日時・日程 会場場

内 内容 定 定員講 講師
持 持ち物 料金・受講料￥

〆 締め切り 問 問い合わせ 他 その他

対

◎



申①誕生日、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤一
言（25文字以内）を記入し、写真を添えて広報広聴課へ郵送、
メール（kouho@city.tsuchiura.lg.jp)または直接

〆７月31日（金）
※９月上・中旬号に分けての掲載。応募写真は返却できま

せんので、ご了承ください。

橋本海
み つ き

輝ちゃん
（神立中央三丁目）

お誕生日おめでとう！
元気いっぱいに

育ってね！

友常　隼
しゅん

ちゃん
（木田余東台三丁目）

1歳おめでとう♡
元気にすくすく

育ってね♡

島貫拓
た く み

未ちゃん
（大町）

１歳おめでとう☆
お兄ちゃんと仲良く
元気に育ってね！

誕生日おめでとう♪
沢山食べて

すくすく育ってね♪

竹内音
と わ

湧ちゃん
（並木三丁目）

1歳おめでとう☆
幸せをありがとう☆

大好きだよ♡

松本百
ゆ り な

合菜ちゃん
（神立町）

お誕生日おめでとう！
優しく元気に育ってね

柳生　祥
しょう

ちゃん
（港町三丁目）

お誕生日おめでとう                      
笑顔を絶やさず
元気に育て！

７月生まれ

間々田悠
ゆ う ご

吾ちゃん
（烏山一丁目）

９月で１歳になる
赤ちゃんを募集!!

池田拓
た く み

未ちゃん
（神立中央三丁目）

 たくさんありがとう

熊林知
と も き

希ちゃん
（永国）

ともくん♡祝１歳！
毎日にこにこ笑顔に

癒されてるよ♪

廣岡優
ゆ う が

河ちゃん
（藤沢）

優河の笑顔は魔法の
笑顔♡笑顔が素敵な

子になってね♡

♡お誕生日おめでとう♡
その笑顔で

みんなを癒してね♪

吉川晴
は る き

葵ちゃん
（桜ケ丘町）

晴葵くん誕生日
おめでとう☆

今後ともよろしくね♡

峯　樹
いつき

ちゃん
（小松一丁目）

１歳☆おめでとう
毎日元気を

くれて有難う

川又千
ち ひ ろ

聖ちゃん
（中神立町）

１歳おめでとう
笑顔いっぱい元気で
優しい子に育ってね 

田邉希
の あ

歩ちゃん
（神立中央五丁目）

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。

赤ちゃんの写真応募のお願い
２ポイント

①頭がきれて
　　 いない写真
②25文字には記号
（！、♡、♪）なども
含みます

問総務課（☎826-1111　内線 2212）

原爆死没者慰霊と平和祈念の黙とう（１分間）に、ご協力をお願いします。
と　き／広島…８月６日（木）　午前８時15分
　　　  長崎…８月９日（日）　午前11時２分

平和の大切さを伝えるために
広島へ平和使節団を派遣
　市は昭和63年３月、非核平和都市を宣言し、平和の尊さ、核戦争の悲惨さを後世に伝えること
を目的として、８月６日（木）に広島市で行われる平和記念式典へ市内公立中学校代表など19人の
使節団を派遣します。
　昨年使節団に参加した中学生は、「平和を祈り続けた人々の思いを無駄にしないように、絶対悪
である核兵器の廃絶と世界平和の実現に向け、僕たちがしっかりと受け継いでいきたいと思いま
す。」と語ってくれました。
　派遣された使節団は、９月27日（日）に行われる「人権と平和のつどい」で体験報告を行います。
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　県では、霞ヶ浦の水質浄化を広く県民の皆さんに呼びかけるため、水に親しむことの多い時期の７月20日
（月）から９月１日（火）の「霞ヶ浦の日」までを「霞ヶ浦水質浄化強調月間」と定めています。
　霞ヶ浦の汚れは、家庭からの生活排水が全体の約三割を占めていることをご存知ですか ? みなさんの
ちょっとした心遣いが、霞ヶ浦をきれいにします。できることからで構いませんので、これをきっかけに水
質浄化対策に取り組んでみませんか？

霞ヶ浦水質浄化強調月間のお知らせ

◉台所に目の細かいストレーナーや三角コーナー
を設置し、ごみを流さない工夫をしましょう。
生ごみを分別回収することで、水質浄化だけで
なく、ごみの減量化にも貢献できます。

◉天ぷらなどの油は絶対に流さず使い切るか、捨
てる場合は、廃食用油回収事業を利用しましょ
う。回収した油は、リサイクルされ、キララちゃ
んバスなどの燃料に利用されています。

◉鍋や皿の汚れは、紙で拭き取りましょう。洗剤
の使用量が少なくなります。

◉お風呂の残り湯は、洗濯に利用するなど、有効
に活用しましょう。

～私たちにできる水質浄化対策～ 【廃食用油の回収拠点】
市役所本庁舎、各地区公民館、市立図書館、カスミ（ピ
アタウン店、中村店、並木店、FOOD OFF ストッカー
神立西店）、とりせん木田余店、マルヘイ荒川沖店、さん・
あぴお、ハリガエ、まるも（神立店、まりやま店、都和店）、
コープつちうら店、JAサンフレッシュはすの里

サラダ油、なたね油、
コーン油、ごま油、べ
に花油、ひまわり油、
大豆油、ラッカセイ油、
オリーブ油、亜麻仁油

回収できる油
ヤシ油、パーム油、バ
ター、マーガリン、ラー
ド、クッキングオイル、
エンジンオイルなど

回収できない油

　水運業、漁業者の守り神を祭った水神宮の祭り。
◆巡行コース／川口三社前（9：00出発）→川口公民館前（11：05）→中央二丁目公民館前（13：25）→中央一
丁目公民館前（13：40）→大和町公民館前（14：25）→旧丸井前→川口三社前（16：00ごろ到着予定）
※担ぎ手を募集します。午前８時30分に川口三社前に集合してください。

問 八坂神社祇園祭連合事務局（☎090-4003-3106　柳町）
　礎會事務局長　　　　　　（☎090-5194-3584　坂本）

川口水神宮みこし　７月20日（月）

八坂神社祇園祭　７月24日（金）
　　　　　　　　　　　　　～26日（日）

御仮殿

八幡神社 至八坂神社

亀城公園土浦一中

銭亀橋

桜川

土浦二高

ウララ
土
浦
駅

神輿渡御順路

問環境保全課（☎826-1111　内線 2449）

新川

天王様お迎え

御仮殿

ウララ

亀城公園土浦一中

桜川

新川

銭亀橋

土浦二高

山車・獅子順路

土
浦
駅

御仮殿

八幡神社 至八坂神社

亀城公園土浦一中

銭亀橋

桜川

土浦二高

ウララ
土
浦
駅

神輿渡御順路

天王様お迎え

御仮殿

ウララ

亀城公園土浦一中

桜川

新川

銭亀橋

土浦二高

土
浦
駅

７月24日（金）
25日（土）
26日（日）

24日  午後７時30分～８時30分
25日  午後７時30分～ 9 時
26日  午後７時30分～ 9 時

★歩行者天国★ 御仮殿

ウララ

モール505
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①蒸しだこは２～３cmのそぎ切りにする。
②アボカドは縦半分にして２～３cm幅に切る。
③キュウリは４cm位の長さに切り分け、縦半分にし

てから縦に２～３mm幅に切る。
④タマネギは繊維にそって薄切りにする。
⑤青じそはみじん切りにしてＡのドレッシングと混ぜ

合わせる。
⑥ボウルにタコ、キュウリ、タマネギを入れ、⑤のド

レッシングと混ぜ合わせてからアボカドを加え、
さっくりと混ぜる。

エネルギー　 198kcal
たんぱく質　　 12.5g
脂　質　　       14.4g
カルシウム　   31mg
食物繊維　　　    3.0g
塩　分　　　　    1.0g

１人分の栄養素

蒸しだことアボカドのピリ辛
さわやかドレッシング和え

No.117

今回ご紹介するのは、夏の暑い日に火を使わずにサ
サッとできて、ちょっぴり辛めのドレッシングでさっ
ぱりといただける一品です。ドレッシングは酢と油の
割合を２：１にして油分を抑えています。今回は、酸
味のやさしいりんご酢を使いましたが、米酢やレモン
汁を使ってもおいしいです。好みで砂糖少々を加えて
もよいでしょう。和える食材は、パプリカを加えて彩
りよくしたり、ワカメを加えるなどアレンジ自在です。

タコには、アミノ酸の１種であるタウリンが多く含
まれています。タウリンは、体内のコレステロールを
減らすはたらきや心臓や肝臓の機能を高めるはたらき
などさまざまな効果があるといわれています。

暑い日が続くと夏バテで食欲が落ちてしまいがちで
すが、１日３食しっかりとバランスのよい食事を心が
けましょう！

食生活改善推進員

大畑みちさん平澤陽子さん

蒸しだこ　　　　100g
アボカド　　 　 1/2 個
キュウリ　　　  1/2 本
タマネギ　　　  1/4 個
青じそ　　　  4 ～５枚

りんご酢　　  大さじ２
サラダ油　　  大さじ１
塩　　　　  ひとつまみ
こしょう　　　　  少々
豆板醤　　  小さじ 1/4

材料・分量（２人分）

作り方

A

食生活改善推進員の

健 康 料 理

「常陸秋そば」
　　オーナー募集

　筑波山のふもとで、おいしい常陸秋そばの種ま
きから収穫、そば打ちまで体験してみませんか？
ところ／藤沢地区ほか
募集数／50口（１人２口まで。１口約60m2）
オーナー料金／１万2000円（１口）
イベント予定／
① ８月22日（土）…種まきの集い
② ９月19日（土）…花見の集い＆そば試食会
③ 11月７日（土）…収穫の集い
④ 12月５日（土）…そば打ち体験＆そば粉配布
※天候などにより変更になる場合があります。
申込方法／ホームページより申込書をダウンロー
ドして郵送、ファクスまたは直接
申込締切／８月７日（金）
申・問土浦市農業公社（〒300-4101　永井本郷入会 

地字離山番外１ ☎862-5143　FAX862-4953）  

トワイライト
レンコンサート

～蓮田にかこまれて… 第２弾～

日　程／７月25日（土）
午後３時30分 受付開始

４時 土浦の昔話（土浦市文化財愛護の会）
５時 コンサート（土浦音レンコン）
６時30分 解散

ところ／ JA土浦れんこんセンター（手野町1851-1）
定　員／120人（先着順）
参加費／700円（おやつ、飲み物代など）
申込方法／電話で

　土浦の名産であるレンコン（はす）の花にかこまれ
て、夏の蓮田でコンサートを聴き、語り合いましょう。

申・問県南生涯学習センター（☎826-1101）
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おいしい新茶を楽しみに
茶摘み体験集会（６月５日）

　山ノ荘小学校で茶摘み体験集会が開かれまし
た。茶摘みの歌の斉唱やお茶の歴史紙芝居のあ
と、葉の摘み方の説明があり、校庭のお茶の木
で茶摘みを行いました。お茶の葉は後ほどお茶
に加工されみなで楽しむそうです。

①縄文土器をつくろう（協力：上高津貝塚土器づくりの会）
　縄文土器の製作体験です。
※製作と土器焼きの両方に参加できる方に限ります。
日製　作…7月18日（土）　９：30～12：00
　　　　　7月22日（水）　13：30～16：00
　土器焼き…8月22日（土）　9：00～12：00（雨天順延）
定製作は各回25人（先着順）
￥100円（材料費）　
②勾玉をつくろう
　古墳時代のアクセサリー勾玉の製作体験です。
日 7月23日（木）　13：30～15：30
　7月30日（木）　午前の部／９：30～11：30
　　　　　　　　午後の部／13：30～15：30　
定各回30人（先着順）
￥200円（材料費）
③ミサンガをつくろう
　昔の組紐の技術でミサンガを作ります。
日 8月５日（水）9：30～12：00
講古代織研究会
定15人（先着順）
￥200円（材料費）
④上高津貝塚クイズビンゴ
　展示を見てビンゴ形式のクイズにチャレンジ！記念
品をプレゼントします。会期中いつでも楽しめます。

①ミニ掛軸をつくろう
　自分で書いた書道作品を掛軸にします。
日１日目（裏打ち）8月４日（火）　9：30～12：00
　2日目（表装）8月８日（土）または９日（日）　9：30～15：00
講土浦市拓本同好会
定親子８組（先着順）
￥1000円（材料費）
②かすみ人形を作ろう（体験講座）
　「かすみ人形」は霞ヶ浦のたにしを材料に使っています。
日 8月６日（木）　13：30～15：30
講かすみ人形保存研究会
定親子５組（10人）※小・中学生親子優先。
￥200円（2人の材料費）
③博物館クイズラリー　
　夏季展示品に関するクイズを出題します。合格者（80
点以上）には記念品をプレゼントします。
④親子はたおり教室
　親子で、はたおり（さき織り）を体験してみませんか。
日 8月21日（金）・22日（土）
　午前の部／10：00～12：00　午後の部／13：30～15：30
講綿の実
定各回とも親子４組（定員を超えたときは抽選）
￥200円（材料費）

申込方法／市立博物館①②、上高津貝塚①②③は７月９日（木）午前９時から電話または直接。（上高津貝塚①②③は小・中学
生（親子）が対象で、１組あたり申し込みは 4人まで、小学３年生以下の場合は保護者同伴）。博物館③、上高津貝塚④は事前申
込不要。入館料が必要です。博物館④は８月５日（水）までに往復はがきで。（〒300‐0043　土浦市中央一丁目15‐18　第２希望
までの希望日時、住所、電話番号、親子の氏名、学年を記入）※はがき１枚につき親子１組

櫓の上で響く刻の太鼓
刻の太鼓（６月10日）

　江戸時代土浦城の櫓
やぐらもん

門の楼上から城下に、明
あけ

六ツ（午前６時）と暮
くれ

六ツ（午後６時）に時刻を知
らせていた刻の太鼓。時の記念日の早朝、刻の
太鼓保存会により再現されました。会場の亀城
公園には勇壮な太鼓音が鳴り響きました。

夏休みファミリーミュージアム　体験講座・イベント
市立博物館 上高津貝塚ふるさと歴史の広場


